
様式２－１

R３ ～ R７

（アウトカム）

①県の審議会等委員における
女性の割合４５％
②県の管理職に占める女性の
割合（知事部局の本庁課長級
以上の職員）１５％以上
③男性にとっての男女共同参
画セミナー参加者５年間５００
人
④県独自企業認証ゴールド企
業数５０社
⑤市町村の審議会等委員に
おける女性の割合35％
⑥男女共同参画基本計画を
策定した市町村の割合　市町
村１００％
⑦男女共同参画に関わる講座
等開催市町村の割合　１００％
⑧NPO等地域団体との男女共
同参画に関わる連携事業の実
施回数（県及び市町村30回）

(R7)

①38.9%
②10.1%
③178人
④39社
⑤28.6%
⑥市100％
　 町村57.1%
⑦74.3%
⑧18回

（アウトプット）

（アウトカム）

①1,000件
②300件
③20件

（アウトプット）

①男女共同参画基本計画を
策定した市町村の割合（市
100％、町村70％）
②男女共同参画に関わる講
座・イベントの開催市町村の割
合　100％

（R7）
①市100%、町
村57.1%
②74.3%

（R4）

（アウトカム）

５．事業の趣旨・目的
⇒要件①「地域性」

○新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，様々な困難な課題や不安を抱える女性や女の子への支援

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（都道府県分）

都道府県名：宮城県　　　　　　　　　　　　　　

１．事業名 地域女性活躍推進事業（つながりサポート型）

２．実施期間 交付決定日　～　令和７年３月３１日

３．女性活躍推進法に基づく
　　推進計画策定時期
　　 （策定予定時期）

令和３年３月　　（ 策定済 ・ 策定予定 ）※どちらかにマルをつけてください。 計画期間（予定）

４．地域の実情と課題
⇒要件①「地域性」

１　宮城県の現状と課題
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化したことにより、様々な分野に影響を及ぼしているが、宮城県（社会福祉課）で所管している生活困窮者自立支援事業に
おける相談件数は、コロナ禍以前の令和元年度と、令和４年度を比較すると６６３件増となっている（表１参照）。また令和５年度は年度途中（令和５年１２月３１日現在）
であるが、年間の相談件数は１，８００件程になることが見込まれている。相談件数の推移をみると、令和３年度のピーク時と比較し減少傾向となっているものの、コロナ
禍以前の約１．５倍程度の相談となっており、雇用や生活等、未だに多方面における影響が及んでいると考えられる。
　相談内容は多岐にわたっているが、内訳をみると、「収入・生活費のこと」など、金銭面によるものが依然として高い数値となっており、雇用情勢の悪化など、新型コロ
ナウイルス感染症の影響によるものと考えられる（表２参照）。令和５年度についても、年度途中の集計ではあるが、「収入・生活費のこと」は既に令和元年度の相談件
数を超えている（令和５年度：６３６件）。また、経済的な事情のほか、「家族関係や人間関係」、「子育て・介護のこと」など、口外しづらく、多くは女性が悩みを抱える相
談件数が右肩上がりで伸びていることから、寄り添った相談体制の強化は必要になると考えられる。

２　これまで取り組んできた内容（当課分）
　みやぎ男女共同参画相談室において、一般相談及び男性相談に対応してきたほか、令和３年度からは、地域女性活躍推進交付金を活用して、コロナ禍において、
関係機関（労働局や県教育委員会、県保健福祉部等）をはじめ市町村とも連携しながら、困難や不安を抱える女性・女の子への相談体制の強化を図っている。

６．事業目標・重要業績評価
指標（ＫＰＩ）　（全体）
⇒要件②「見える化」

目標・ＫＰＩ 目標値（時点） 現状値（時点）

①令和７年度まで（第５次男女共同参画基本計画
期間中）の中長期目標

・社会全体における男女共同参画
の実現
・政策決定への女性の参画拡大
・家庭における男女共同参画の実
現
・ワーク・ライフ・バランスの推進
・職場における男女共同参画の実
現
・ポジティブ・アクションの推進
・地域における男女共同参画の実
現
・共に目指す安全・安心な社会
・防災・復興における男女共同参
画の実現
・多様な主体との連携の推進

②令和７年度まで（第５次男女共同参画基本計画
期間中）の重要業績評価指標（ＫＰＩ）（※ＫＰＩは目
標達成への事業進捗の測定指標）

・県の審議会等委員における女性
の割合
・県の管理職に占める女性の割合
（知事部局の本庁課長級以上の職
員）
・育児休業等取得率（宮城県職員）
・県独自企業認証ゴールド企業数
・ＮＰＯ等地域団体との男女共同参
画に関わる連携事業の実施回数
（県及び市町村）

③事業目標（全体）

①電話・対面相談
②アウトリーチ
③就業支援や就労支援等、関係
機関との連携

④事業ＫＰＩ（全体）

⑤市町村の取組状況に関する目標
・市町村における男女共同参画の
推進の支援

⑥市町村の取組状況に関するＫＰＩ

・市町村の審議会等委員における
女性の割合
・男女共同参画基本計画を策定し
た市町村の割合

○　相談者別
男性 女性 不明 計 ～10代 20代 30代 40代 50代 60～64歳 65歳～ 不明 計

R1 657 572 25 1,254 10 66 92 119 143 54 139 631 1,254

R2 1,408 906 3 2,317 9 120 274 291 279 132 166 1,046 2,317

R3 1,460 1,108 2 2,570 11 119 250 305 254 103 188 1,340 2,570

R4 1,030 883 4 1,917 12 83 127 162 183 86 171 1,093 1,917

R1とR4

前年度比較
373 311 ▲ 21 663 2 17 35 43 40 32 32 462 663

R5 651 612 1 1,264 2 46 68 119 141 43 104 741 1,264

R5は令和5年12月末日現在

○　相談内容別
病気や健
康，障害の
こと

住まいにつ
いて

収入・生活
費のこと

家賃やロー
ンの支払い
のこと

税金や公共
料金等の支
払いのこと

債務について
仕事探し，就

職について

仕事上の不安

やトラブル

地域との関
係について

家族関係・
人間関係

子育て・介
護のこと

ひきこも
り・不登校

DV・虐待
食べるもの
がない

その他 計

R1 243 317 442 112 98 89 327 59 27 183 62 65 52 160 265 2,501

R2 188 515 1,219 586 144 101 375 68 21 132 67 55 42 160 687 4,360

R3 301 346 1,444 281 154 123 481 72 22 241 80 84 59 149 834 4,671

R4 384 373 879 284 143 148 389 47 44 238 84 88 57 133 615 3,906

R1とR4

前年度比較
141 56 437 172 45 59 62 ▲ 12 17 55 22 23 5 ▲ 27 350 1,405

R5 361 234 636 174 111 152 335 59 17 263 67 66 29 142 452 3,098

複数の項目を相談内容は含むので、合計は相談件数と一致しない。令和5年12月末現在



設置の有無 有 設置（公表）時期 H28.6
※連携体制が、法に
基づく協議会の場合
「○」を選択

○

○ ①実施済

②実施予定 ⇒ 年 月から

③検討中

④実施予定な
し

電話： e-mail：

注）本様式はＡ４で３枚以内としてください。

７．事業内容
⇒要件①「地域性」
⇒要件④「政策連携」

　県内を仙台市（仙台市は別途実施）以外について５地区に分けて、それぞれの地区において、ＮＰＯ法人等への委託を行い、県は事業実施にあたり広報を行う。
○　相談事業【必須事項】
　事業を委託したＮＰＯ法人等が、知見や能力を活用し、不安を抱える女性が社会との絆・つながりを回復できるよう、相談事業に加えて、例示のような創意工夫に応
じた支援を行う。
　　【例示】
　　　・　アウトリーチ型支援（訪問支援）
　　　・　カウンセラーなどの専門相談、ＳＮＳ相談、電話相談（昼、夜間等）
　　　・　関係機関や団体への同行支援
　　　・　女性が互いに支え合う（ピアサポート）のための居場所の提供
　　　・　また、これらの事業に付随して、対象となる女性に対して生理用品等の生活必需品の提供を行うこと
　　　・　不安を抱える女性が社会との絆・つながりを回復することができるよう、上記事業例に準拠した取組

８．事業の実施により
　　期待される効果

コロナ禍による長期的な影響により、経済的不安、心的不安等を抱える女性に寄り添った支援を継続的に行うことで、当該女性の社会との絆・つながりを回復及び活
躍の推進に繋がり、以て、男女共同参画社会の実現に資するもの。

９．事業効果の検証及び
　　今後の課題の整理方法

　「みやぎの女性活躍促進連携会議」において、審議・評価を受け、今後の課題等を整理する。

10．事業の実施体制
⇒要件③「官民連携・地域連
携」

連携体制の名称
みやぎの女性活躍促進連携会議（H27.6設
立、H28.6女活法に基づく協議会として位

置付け）

女性活躍推進法に基づく協議会の設置状況

構成団体

（一社）宮城県経営者協会、（公財）せんだい男女共同参画財団、宮城県町村会、仙台経済同友会、仙台市、NPO法人イコールネット仙台、日
本労働組合総連合会宮城県連合会、宮城県漁業協同組合、宮城県商工会議所連合会、宮城県商工会連合会、宮城県中小企業家同友会、
宮城県中小企業団体中央会、宮城県農業協同組合中央会、宮城労働局、宮城県

各構成団体の主な連
携内容

連携会議事業として事業実施の協議・調整・実施内容の検討等を行っている。

他の地方公共団体と
の連携

「みやぎの女性活躍促進連携会議」メンバーに仙台市及び宮城県町村会が入っており、事業実施について常に連携を図っている。市町村男女
共同参画行政主管課長会議において、事業の周知と協力依頼を求める予定。

12．担当者名及び連絡先
宮城県環境生活部共同参画社会推進課男女共
同参画推進班
虎川　誠也（℡022-211-2568）

022-211-2568 danjo@pref.miyagi.lg.jp

11．女性活躍推進法に基づく
国の「女性活躍推進に向けた
公共調達及び補助金の活用
に関する取組指針」に準じた
公共調達における取組

▼いずれかに〇 ▼②選択時のみ入力 ▼取組内容（①、②選択時のみ入力）

女性労働者の能力発揮のための取組（ポジティブ・アクション）や、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）など
に取り組むことを通じて、働き方改革を積極的に推進する事業者を側面から支援するため、物品及び役務（工事関
係を除く）の調達に当たり、当該業者を優先的に取り扱う。

１３．事業実施及び連携工程 様式２－１－１に記載　⇒要件④「政策連携」

１４．経費の内訳 様式２－１－２に記載

mailto:danjo@pref.miyagi.lg.jp

